
千葉県こども病院では、臨時的任用職員または育休任期付職員として勤務していただく方を募集します。

○ ハローワークなどで募集中の職については、一覧に掲載されていない場合があります。
○ 採用手続きの都合上、任期の開始まで間がない場合などは採用日が一覧記載の日より後の日付となる場合があります。
○ 一覧掲載後の応募状況などにより、募集を締め切っている場合があります。
○ 備考欄に記載のないものの任用期間は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとなります。

最終更新日：令和8年3月2日
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勤務形態 報酬 資格等 備考

1
千葉県こども病院
（医療局診療部リハビリテーショ
ン科）

言語聴覚士（臨時的任用職員） １名

言語障害・聴覚障害等に関わる業務
（口蓋裂児の言語評価、言語訓練、摂食嚥下指導
難聴および難聴疑い児の聴力検査、難聴児の言語訓練
構音障害、言語発達遅滞児の言語評価および訓練）

週5日38時間45分
8時30分～17時15分

277,253円～
原則として千葉県職員に準ずる

言語聴覚士免許 任期：採用日から令和９年３月３１日まで

※１  報酬は給与改定等により変更が生じる場合があります。
※２  報酬額は経験年数により異なります。なお、記載の報酬額の他、通勤手当（相当額）、時間外勤務手当（相当額）、期末勤勉手当が支給されます。
※３  応募要件に資格、免許等を要する職種については、必要な資格、免許等の確認を行うことがありますので面接時に資格証、免許証等（原本）を持参してください。
※４  任用期間や勤務時間など一定の要件に応じて年次休暇（有給）や特別休暇（有給または無給）等を取得することができます。
※５  一定の要件を満たす場合、厚生年金保険、健康保険、雇用保険、労災保険の加入対象となります。

令和８年度臨時的任用職員・育休任期付職員の募集一覧（千葉県こども病院）

○応募方法
 下記書類を封筒に入れ、下記応募先へ郵送（簡易書留または特定記録郵便）または持参（平日の9:00～17:00の間に事務局管理課へ持参してください。）により提出してください。
※封筒に「職員募集応募 ○○○○（職種№・応募職種名）」と朱書きしてください。なお、提出いただいた応募書類は返却しません。
※提出書類に不備等が認められた場合、受理できない場合があります。
【提出書類】
（１）写真を貼付した履歴書（志望動機を必ず記載してください。）
（２）免許等を要する職種については、必要な資格証、免許証等の写し

○選考方法
 応募書類受領後、考査（書類審査・口述考査（面接））を行い、合否にかかわらず結果を連絡します。

○応募先（持参先）
 〒２６６ー０００７
  千葉市緑区辺田町５７９－１
  千葉県こども病院事務局管理課 担当：石和田
  電話 ０４３－２９２－２１１１

別添様式


